
現行の公務上の障害共済年金の仕組み

○ 在職中に初診日のある傷病により一定の障害の状態にあるときは、障害共済年金を支給
○ 障害の原因が公務傷病又は通勤途上の災害による傷病であるときは、職域部分を割増し

【公務外】 【公務上】 ○公務上の職域部分＝（A）＋（B）
（A）＝ 平均標準報酬額× 12× 14.615/100
（B）＝ 平均標準報酬額× 1.096/1000×（加入月数－ 300

月）
※ 障害１級の場合は（A）1.5倍、（B）1.25倍

（ A）
○最低保障額（厚生年金相当部分＋職域部分の合計額）（平成 24

平均標準報酬額× 1.096/1000 （B） 年度価格）
×加入月数 １級 4,182,500円

２級 2,583,300円
３級 2,337,300円

○費用負担･･･全額事業主（国等）

○受給権者 490人（平成 22年度末）
厚生年金相当部分 厚生年金相当部分 ※受給権者には昭和 60年改正前の公務上の障害年金を含む。

○国家公務員災害補償法の障害補償年金等との調整
職域部分のうち加入期間 300月に相当する部分（A）を支
給停止（障害補償年金等は全額支給）

被用者年金一元化後は、障害補償年金等を一部支給停止
（→現行の厚生年金と労災保険の関係と同様の仕組み）

（注）１．障害１級の場合は（A）の部分を除き､ 1.25倍
２．加入月数が 300月未満であるときは、300月とみなして計算
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